
 泉大津市スポーツ施設運営委員会（第１回） 

■第１回会議の議事概要  

日 時：令和７年６月２３日（月）午後３時～午後４時３０分 

場 所：市役所職員会館３階集会室 

出 席：冨山委員、原田委員、木野委員、小池委員、櫻澤委員 

竹内教育長 

事務局：（教育委員会事務局）鍋谷局長、中山課長、青山課長補佐、梶川係長、永田 

（都市づくり政策課）八木課長、中野係長、中村総括 

（地域経済課）   岩住課長補佐 

    指定管理者：泉大津健康づくりパートナーズ 

（代表企業コナミスポーツ株式会社）石川部長、佐藤統括マネージャー、 

笹山ディレクター、永野支配人 

        （構成企業大林ファシリティーズ株式会社）横山主任 

        （構成企業株式会社サンアメニティ）渡邊関西事業部次長兼奈良支社長 

会議の公開  公開 

傍聴者    １名 

 

次 第 

１  開 会 

２  挨 拶 

３  委員長選出 

４  １）令和６年度泉大津市スポーツ施設事業報告 

   ２）令和６年度泉大津市スポーツ施設事業内容の評価について 

５  令和７年度以降の指定管理者について 

６  その他 

７  閉 会  

 

議事概要  

 

委員長選出 

スポーツ施設運営委員会規則第５条に基づき、スポーツ施設運営委員の互選の結果、委員長に冨山委員

長、職務代理者に木野委員が選出された。 

 

令和６年度泉大津市スポーツ施設事業報告 



・前スポーツ施設指定管理者の株式会社ティップネスが作成した令和６年度泉大津市スポーツ施設

事業報告書を事務局が代読。 

 

【主な意見等の内容】 

原田委員 ：指定管理者変更にあたり、現在締結されている契約を終了することにより追加で生じる費

用及び、現在の設備の撤去や移動により生じる費用はあるのか。 

事 務 局：契約を終了することにより追加で生じる費用はない。 

しかし、臨時雇用社員の有給休暇を全消化対応したため、人件費過剰使用となった。 

設備の費用については、設備搬出費用 2,077,900 円、産廃費用 220,160 円になって

いる。その他、取得資産の残存簿価約 3,000,000 円程度あるが、協議のうえ対応して

いる。 

 

令和６年度泉大津市スポーツ施設事業内容の評価について 

・各委員が作成したスポーツ施設運営委員会評価シートに基づき、評価項目ごとに、各委員より評

価の理由や提案事項などを報告し委員会で審議した後、項目ごとに総合評価を決定した。 

審議の結果、各項目全てA評価で決定した。 

 

【主な意見等の内容】 

小池委員 ：スリッパの箱について消毒済みと使用済みの箱が離れた位置にあるため、使用者の動線を

考慮した位置に設置し、どちらの箱か一目でわかるよう表示するほうが良いのではないか。

また、スリッパについても、劣化している物があり、統一感が無いように感じている。 

指定管理者：動線及びスリッパの対応については、今後検討していく。 

櫻澤委員 ：収支差が去年より広がっている。次期指定管理者には、差が広がらないように改善を要望

する。 

原田委員 ：収支計画に大きい差が無いため A 評価にしているが、元々の計画が甘めであるとは思わ

れる。 

冨山委員長：事務局には、これまで出た意見等を次期指定管理者に引継ぐようお願いする。 

 

令和７年度以降の指定管理者について 

  ・新たな指定管理者、泉大津健康づくりパートナーズから今年度の事業計画および企業概要の説明 

を行った。 

 

【主な意見等の内容】 

原田委員 ：３点確認したい。 

１点目、利用料金収入計画の超過額 30％を還元と記載があるが収支計画ではない認識で

よいか。 



２点目、前指定管理者から継続して雇用している従業員・アルバイトの人は何人いるか、

また、正社員の割合はいくらか。 

３点目、トレーニング機器の全台更新とあるが、利用者は混乱しないか。 

指定管理者：１点目については、原田委員の認識で問題ない。 

      ２点目については、正社員の割合は、11名中 2名が正社員になる。アルバイトは、9名

いる。9名全員が前指定管理者から継続して雇用しているアルバイトになる。 

      ３点目は、トレーニング室にスタッフを配置しているので、混乱はないと思われる。機器

については、日本人向けのマシーンを導入している。 

小池委員 ：体組成計を設置すると記載があるが、身長の計測器は設置しないのか。身長の計測ができ

る機会は、大人になると少なくなるため導入してみてどうか。 

指定管理者：前向きに検討する。 

櫻澤委員 ：泉大津健康づくりパートナーズの名称は条例等で決められた名称か。 

      また、指定管理期間は何年か。前指定管理者が行っていたスポーツ教室は引き継いでいる

のか。 

事 務 局：指定管理期間は 5年であり、名称については、条例ではなく企業側で決定している。 

指定管理者：名称については、泉大津市の施策を考慮し決定している。 

      スポーツ教室については、すべて引き継いで実施をしている。夏には短期教室の実施を予

定している。 

木野委員 ：地域団体との連携・協働に注目しているので期待をしている。 

      利用者の満足に繋がる点で体育館の使用のしやすさについても期待をしている。 

櫻澤委員 ：助松公園プールの改修の予定はあるか。 

事 務 局：昨年度から屋外トイレの建て替え、管理棟内のトイレや更衣室等今年度の営業に向けて改

修を進めている。 

 

その他 

  ・令和６年度第３６回全国高等学校ボクシング選抜大会兼 JOCジュニアオリンピックカップボク 

シング競技大会の大会報告を行った。 

以上 


